
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

平
成
二
十
六
年
六
月
十
一
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

参

議

院

憲

法

審

査

会 
 

一
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
主
権
者
た
る
国
民
が
そ
の
意
思
に
基
づ
き
憲
法
に
お
い
て
国
家

権
力
の
行
使
の
在
り
方
に
つ
い
て
定
め
、
こ
れ
に
よ
り
国
民
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
と
い
う
日
本
国
憲
法
を
始
め
と
す

る
近
代
憲
法
の
基
本
と
な
る
考
え
方
で
あ
る
立
憲
主
義
に
基
づ
い
て
、
徹
底
的
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
。 

二
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
定
め
る
国
民
主
権
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
及
び

恒
久
平
和
主
義
の
基
本
原
理
に
基
づ
い
て
、
徹
底
的
に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
。 

三
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
定
め
る
憲
法
の
最
高
法
規
性
並
び
に
国
民
主
権

及
び
間
接
民
主
制
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
立
法
措
置
に
よ
っ
て
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
徹
底
的

に
審
議
を
尽
く
す
こ
と
。 

四
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
政
府
に
あ
っ
て
は
、
憲
法
を
始
め
と
す
る
法
令
の
解
釈
は
、
当
該
法
令
の
規
定
の
文
言
、
趣

旨
等
に
即
し
つ
つ
、
立
案
者
の
意
図
や
立
案
の
背
景
と
な
る
社
会
情
勢
等
を
考
慮
し
、
ま
た
、
議
論
の
積
み
重
ね
の
あ
る
も



の
に
つ
い
て
は
全
体
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
に
も
留
意
し
て
論
理
的
に
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
よ
る
憲
法

の
解
釈
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
論
理
的
な
追
求
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
情

勢
の
変
化
と
そ
れ
か
ら
生
ず
る
新
た
な
要
請
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
、
前
記
の
よ
う
な
考
え

方
を
離
れ
て
政
府
が
自
由
に
当
該
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
仮
に
政
府
に
お
い
て
、

憲
法
解
釈
を
便
宜
的
、
意
図
的
に
変
更
す
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
す
れ
ば
、
政
府
の
解
釈
ひ
い
て
は
憲
法
規
範
そ
の
も
の

に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
か
ね
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
従
前
の
解
釈
を
変
更
す

る
こ
と
が
至
当
で
あ
る
と
の
結
論
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
許
さ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で

は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
個
別
的
、
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
政
府
自
身

も
憲
法
の
解
釈
の
変
更
に
関
す
る
審
議
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。 

五
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
政
府
に
お
い
て
は
、
前
項
に
基
づ
き
、
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
立
憲
主
義
及
び
国
民
主
権
の

原
理
に
基
づ
き
、
憲
法
規
範
そ
の
も
の
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
保
持
し
、
か
つ
、
日
本
国
憲
法
を
国
の
最
高
法
規
と
す
る

法
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
、
取
り
組
む
こ
と
。 

六
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
及
び
国
民
代
表
機
関
た
る
国
会
の
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
の
地



位
に
鑑
み
、
政
府
に
あ
っ
て
は
、
憲
法
の
解
釈
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
解
釈
の
変
更
の
案
及
び
第
四
項
に
お

け
る
政
府
の
憲
法
解
釈
の
考
え
方
に
係
る
原
則
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
国
会
で
の
審
議
を
十
分
に
踏
ま
え
る
こ
と
。 

七
、
選
挙
権
年
齢
に
つ
い
て
は
、
民
法
で
定
め
る
成
年
年
齢
に
先
行
し
て
本
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目
途
に
、
年
齢
満
十

八
年
以
上
の
者
が
国
政
選
挙
等
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

八
、
選
挙
権
年
齢
に
係
る
法
制
上
の
措
置
の
検
討
に
際
し
て
は
、
憲
法
前
文
に
お
い
て
国
民
主
権
と
間
接
民
主
制
の
原
理
を
と

も
に
人
類
普
遍
の
原
理
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
等
を
十
全
に
踏
ま
え
て
取
り
組
む
こ
と
。 

九
、
政
府
は
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
、
成
年
年
齢
等
が
「
満
十

八
年
以
上
」
に
引
き
下
げ
ら
れ
る
場
合
、
国
民
に
対
す
る
憲
法
改
正
手
続
や
国
民
投
票
制
度
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
の
周
知

啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
、
政
府
は
、
遅
く
と
も
本
法
律
の
施
行
の
四
年
後
に
は
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
者
が
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
学
校
教
育
に
お
け
る
憲
法
教
育
等
の
充
実
及
び
深
化
を
図
る
こ
と
。 

十
一
、
政
府
は
、
公
務
員
等
及
び
教
育
者
の
地
位
利
用
に
よ
る
国
民
投
票
運
動
の
規
制
に
つ
い
て
、
表
現
の
自
由
、
意
見
表
明

の
自
由
、
学
問
の
自
由
、
教
育
の
自
由
等
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
等
、



禁
止
さ
れ
る
行
為
と
許
容
さ
れ
る
行
為
を
明
確
化
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
二
、
公
務
員
等
及
び
教
育
者
の
地
位
利
用
に
よ
る
国
民
投
票
運
動
の
禁
止
規
定
の
違
反
に
対
し
罰
則
を
設
け
る
こ
と
の
是
非

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
。 

十
三
、
地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
と
同
様
の
規
制
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
党
の
担
当
部
局
に

引
き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

十
四
、
政
府
は
、
本
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
国
民
投
票
運
動
を
行
う
公
務
員
に
萎
縮
的
効
果
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ

う
、
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

十
五
、
本
法
律
の
附
則
第
四
項
に
定
め
る
組
織
に
よ
り
行
わ
れ
る
勧
誘
運
動
等
の
公
務
員
に
よ
る
企
画
等
に
対
す
る
規
制
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
際
に
は
、
そ
の
規
制
の
必
要
性
及
び
合
理
性
等
に
つ
い
て
十
全
な
検
討
を
行
う
こ
と
。 

十
六
、
国
民
投
票
運
動
が
禁
止
さ
れ
る
特
定
公
務
員
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
適
宜
検
証
を
行
う
こ
と
。 

十
七
、
一
般
的
国
民
投
票
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
法
律
の
附
則
第
五
項
の
規
定
を
踏
ま
え
、
国
会
の
発
議
手
続
、
国
民
投
票
の

手
続
、
効
力
等
に
関
し
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
八
、
最
低
投
票
率
制
度
の
意
義
・
是
非
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
憲
法
改
正
国
民
投
票
に
お
い
て
国
民
主
権
を
直
接
行
使
す
る



主
権
者
の
意
思
を
十
分
か
つ
正
確
に
反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
及
び
憲
法
改
正
の
正
当
性
に
疑
義
が
生
じ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
速
や
か
に
結
論
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
九
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
有
料
広
告
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
の
自
主
的
な
努
力
を
尊

重
し
つ
つ
、
憲
法
改
正
案
に
対
す
る
賛
成
・
反
対
の
意
見
が
公
平
に
扱
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
方
策
の
検
討
を
速
や
か
に
行
う

こ
と
。 

二
十
、
本
附
帯
決
議
で
新
た
に
付
さ
れ
た
項
目
を
含
め
、
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
制
定
時
の
附
帯
決
議
に
つ

い
て
は
、
改
め
て
そ
の
趣
旨
及
び
内
容
を
十
分
に
踏
ま
え
、
各
項
目
を
精
査
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 

   


